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はじめに

　21 世紀初頭は、エイズ・結核・マラリア対策が
飛躍的に進展した国際保健の黄金時代であったと言
われる。また、ワクチンの接種率や衛生的な飲料水
へのアクセスも高まり、世界の平均寿命は延伸し、
多くの国で、貧困と感染症の連鎖が断ち切られ、社
会開発がその途につきつつある。しかし、本当に世
界は健康になったのであろうか。むしろ、都市化、
人間と動物の交差、気候変動など感染症を取り巻く
環境が急速に変貌を遂げ、新しい感染症が生じる可
能性が高まっている。それにも増して、国際化によ
り繋がりあった世界では、昔であれば途上国の僻地
で起こった小流行が、一気に地球規模に広がる可能
性を示している。2014 年に西アフリカで猛威を奮っ
たエボラ出血熱は、米英仏独など世界 9 ケ国に飛び
火し、世界を震撼させ、瞬く間に国際的に主要な人
道的、経済的、政治的課題となった。エボラ出血熱
に対する対応が十分でなかったことは、新興・再興
感染症の流行といった健康危機、つまり公衆衛生的
緊急事態を招く恐れのある危機に対して、世界は驚
くほど脆弱であることを強く印象づけることとなっ
たのである。特に、対策の司令塔となるべき世界保
健機関（World Health Organization : 略称 WHO）に
対しては、厳しい目が向けられることとなった。こ
れらの背景のもと、WHO は健康危機対応プログラ
ム（WHO Health Emergencies Programme：略称
WHE）を立ち上げ、世界中の感染症アウトブレイク

や健康危機（公衆衛生的緊急事態）に効果的かつ迅
速に対応する能力を再構築することとした。しかし、
WHE は、現在も体系作りが進行中ということに加
え、その仕組みの複雑さ故に、外部や加盟国からは
分かりづらい（若しくは存在自体を認知されていな
い）体制となっている。この論文は、本邦の医療従
事者、特に感染症や健康危機管理に携わる諸氏を読
者対象とし、WHE が発足に至った背景、改革の大
要と新たな健康危機管理体制、そして我が国との関
連性を概説する。

Ⅰ. WHE 創設の背景

　今回のエボラ出血熱流行を収束させるためには、
WHO による「国際的に懸念される公衆衛生上の緊
急事態（PHEIC）注 1）」1）の宣言だけでは不十分であっ
たため、感染症に関するものとしては異例な国際連
合安全保障理事会（国連安保理）決議（第 2177 号）2）

の採択や国連エボラ緊急対応代表部（UN Mission 

for Ebola Emergency Response : 略称 UNMEER）
の時限的な設置が必要となった。さらに、このよう
な臨時的対応に留まらず、世界の健康危機管理を恒
常的に司る仕組みの構築への機運が醸成されていっ
た。その内容的形成に大きな役割を果たしたのが、
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注1） 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public Health Emer-
gency of International Concern, PHEIC）は、大規模な疾病発生の
うち、国際的な対応を特に必要とするものを指す。WHO加盟国
はPHEICを検知してから24時間以内にWHOに通告する義務を
負い、WHOはその通告内容に応じてPHEIC拡大防止のための
迅速な手段を講じる。194ヶ国に通じる法的拘束力を以て、
WHOによる疾病の予防、監視、制御、対策が施され、強制力はな
いもののWHOは出入国制限を勧告することができる。
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国連事務局長、WHO 事務局長、ハーバード大・ロ
ンドン公衆衛生熱帯医学校、米国医学院がそれぞれ
設けたエボラ出血熱対応に関する検討委員会報告
書 3 ～ 6）である。これらは図らずしも類似した所見と提
言を述べている。国際的な健康危機対応の根幹とな
る 3 要素；国の保健システム（コアキャパシティ）、
グローバルガバナンス、研究開発を枠組みとして採
用した上で、各々の力点は多少異なる7）ものの、『大
規模な健康危機を未然に防ぐため、より強固な国の
保健システムを確立する。また、ワクチン・治療薬等
の研究開発を加速・拡大させる。実際に健康危機が
発生した場合には、迅速にこれを検出しリスクを評
価し、WHO が直接オペレーション機能を持って他
パートナーと共に稼働・対応にあたる。持続的かつ
効果的な健康危機対応部門の運営を可能とする資金
調達システムを確立する』等の命題が共通して示さ
れた。また、改正国際保健規則 2005（以下、IHR）注 2）

の内容遵守についても、改めて重要性が再確認され、
継続して強化促進していく方針が示された。これら
を踏まえ、感染症アウトブレイクや健康危機を包括
的に管理することを目指した WHO の組織作りの検
討が、2015 年 1 月の第 136 回 WHO 執行理事会で始
まった。そして同年 5 月、第 68 回 WHO 総会におい
て、国際的な健康危機に対応すべく WHO 組織改革
が行われることが承認され、2016 年 5 月の第 69 回
WHO 総会にて新健康危機対応部門 WHE が正式に
承認 8）されたのである。また、WHE が規定の役割を
果たすべく外部からモニタリングを行う外部独立監
査・諮問委員会（Independent Oversight and Advi-

sory Committee for the WHO Health Emergencies 

Programme : 略称 IOAC）9）が設けられ、8 名の監査
委員（筆者の中谷比呂樹は委員の一人）によって、
WHO 執行理事会・総会毎に報告書が提出されている。
　WHE が正式に発足始動したのは、わが国が G7

主催国を務めた 2016 年であり、同年 5 月の伊勢志
摩 G7 サミット10）、さらに同年 9 月の G7 神戸保健大
臣会合 11）等に於いて、地球規模の保健課題の中で
世界の健康危機管理体制が討議された。その結果、
同首脳宣言 12 ～ 13）の中で、公衆衛生危機に対するグ
ローバル・ヘルス・アーキテクチャー（国際保健の
枠組み）の強化が明言され、世界規模の公衆衛生的

危機に関し、WHO が危機対応の調整および備えの
主導・中心的役割を担うことが再確認されるととも
に、新健康危機対応プログラム WHE の発足を歓迎
し支援することが表明された。また、各国が IHR

を履行し IHR のコアキャパシティを維持するべく、
強化・支援していくことも示された。さらに、公衆
衛生的危機への迅速な対応を確実なものとするた
め、WHO の緊急対応基金（Contingency Fund for 

Emergencies : 略称 CFE）14）および世界銀行のパン
デミック緊急ファシリティ（Pandemic Emergency 

Financing Facility ; 略称 PEF）15）を含む迅速な拠出
を可能にする資金、メカニズムへの支持が取りまと
められた（CFE, PEF については後述する）。この
ようにわが国は、新しい健康危機管理体制の構築を
大きく牽引する役割を果たしたのである。

Ⅱ. 新健康危機対応部門 WHE の組織と機能

　本節では、WHE における新体制と役割について
論述する。従来、健康危機（公衆衛生的危機）にお
ける WHO の主な役割は、当該国への技術的支援、
小規模な物的支援とガイドライン等の各国が使う規
範・基準を示すことにあった。WHE においては、
現場でのオペレーション機能が強化され、また『健
康危機対応』の概念において『人道危機対応』が強
調された。つまり、従来は人道支援関連国際機関や
NGO が主に対応していた人道危機に際し、人々の
健康が脅かされる（または可能性がある）事案につ
いては、WHO も他機関との連携のもとに直接オペ
レーションに関与しようとするものである。
　このように、WHE は従前の感染症重視から対象
領域を拡大するとともに、レスポンスのスピード感
を重要視してデザインされており、『One WHO』の
原則のもとに、WHO 本部・地域事務所・国事務所
が一つの共通した骨組みを共有し、迅速かつ効果的
に機能することを目指している。また、この One 

WHO としてのスピーディーな稼働とは、緊急時対
応のみを指すものではない。大規模な公衆衛生的危
機が発生することを未然に防ぎ、いざ発生した場合
には迅速にこれを検出・リスクを評価し、速やかか
つ適切に現場対応を行い、事象が早期収束するべく

注2） 改正国際保健規則2005（IHR）は、WHOの全加盟国196ヶ国が、世界的な健康安全保障のために協働し、公衆衛生危機に対する備えと予防を強
化することに合意したことを示すもの。世界保健機関（WHO）憲章第21条に基づく国際規則であり、国際交通に与える影響を最小限に抑えつ
つ、疾病の国際的伝播を最大限防止することが目的。2005年の改正前は黄熱、コレラ、ペストの3疾患を対象としていたが、昨今のSARS、鳥イ
ンフルエンザ等の新興・再興感染症による健康危機に対応できていないこと、各国のコンプライアンスを確保する機序の欠如、WHOと各国
との協力体制の欠如、現実の脅威となったテロリズムへの対策強化の必要性が指摘され、2005年に大規模な改正が行われた。
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組織が一丸となって稼働できるよう部門構成がなさ
れている。また、他の国連機関との協働を円滑に行
うため、健康危機における標準対応手順書（SOP）
を 2016 年に合意している。
　新 WHE の組織について図にもとづき解説する。
　予防に関しては以下の 2 部が設置されている。前
者は医学的対応に力点を置き、後者は公衆衛生的対
応を重視するものである。
・  感染性病原体管理部（Infectious Hazards Manage-

ment；略称 IHM）：
　従来、感染症対策におけるガイドラインの制定
など、医学的テクニカル部署として WHO の健康
危機管理規範設定の役割を果たしてきた。新 WHE

においてはこれに加え、臨床や研究等、世界中の
専門家の知見をネットワークとして束ね、これを
健康危機対策に活用する役割が付加された。また、
危機対応時の専門・技術的支援にもあたる。

・  国別危機管理体制支援および国際保健規則部
（Country Health Emergency Preparedness and 

IHR；略称 CPI）：
　国際保健規則 IHR（2005）を遵守すべく、加盟
国の健康危機に対する対応能力コアキャパシティ

（保健システム）の強化を促進・支援する。特に、
健康危機に対し脆弱な開発途上国については集中
的に支援し、WHO 合同外部評価（Joint External 

Evaluation ; 略称 JEE）により、各国のコアキャ
パシティ達成状況を客観的に評価する。また、広
範かつ重大な公衆衛生的危機においては、緊急委
員会を開催し PHEIC の発令を検討するほか、
IHR に関連する全ての事案を統括する。

　次に、健康危機に関わる情報管理とリスク評価を
行う部が新設された。
・  健康危機情報管理およびリスク評価部（Health 

Emergency Information and Risk Assessment；
略称 HIM）：
　新規に設置された部署であり、WHO 全てのレ
ベルを通して、また加盟国・関連機関・パートナー
に対しても、公衆衛生的危機に関わる情報管理と
共有を担う。健康危機またはその危険性がある事
象についてデータベースを常時モニタリングし、

これを早期かつ迅速に検出し、国際的なリスクを
評価する。WHO 内に情報共有し、さらに各国窓
口（National Focal Point ; 略称 NFP）等を通して、
正確かつ必要な情報を加盟国とパブリックへ共有
し、実際のオペレーションへと繋げる。

　最後に、今回の改革の目玉としてオペレーション
力の強化がうたわれている。
・  緊急オペレーション部（Emergency Operations；

略称 EMO）：
　健康危機時、現場における直接のオペレーション
を担う部署であり、新規に WHE 危機管理システム

（Incident Management System ; 略称 IMS）が導
入された。リスク評価・状況評価等により WHO に
よる介入が必要とみなされた事象は、危機段階評
価（grade1-3 : 最大危機が grade3）がなされ、IMS

が 48 時間以内に設置されるとともに、現場で指
揮にあたる対応責任者（Incident Manager ; IM）
が事象ごとに任命され、スタッフが編成される。
WHO 本部・地域・国事務所の監督と連携のもとに、
IMS は危機対応組織として現場でのオペレーショ
ンにあたる。EMO は、GOARN（The Global Out-

break Alert and Response Network）注 3）などパー
トナーシップとの連携、また OCHA（Office for 

the Coordination of Humanitarian Affairs）注 4）や
IASC（Inter-Agency Standing Committee）注 5）など
人道支援関連国際機関との連携を通して、国連内
外の専門家やスタッフと共同の現場オペレーショ
ンを統括する。

　加えて、各部門が行う業務管理のため、運営管理
局 Management and Administration（MGA）が置か
れ、WHO 事務局次長級の WHE 執行部門長（Execu-

tive Director）の官房機能として渉外部 External 

Relations（EXR）が置かれている。
　WHE 各部内組織の詳細については図を参照され
たい。総職員ポスト数は 1,396 名 16）で、本部 25％、
地域事務局 25％、国事務所 50％であるが、充足率
は本部で高く、現場に近い程低くなる傾向があるた
め、より現場対応に即した改善が急務とされている。
　次に、WHE の組織運営における資金源とその運
用方法について述べる。WHO の財政は、加盟国分

注3） GOARNは、国際的な公衆衛生危機に対応する実務組織として2000年に構築された、200以上に及ぶ世界中の機関・NGOのネットワーク。国
際的な健康危機に際し、GOARNネットワークを介し、迅速かつ効果的に人的・物的資源を現地に供給することにより、被害を最小限に留め
ることが狙い。GOARN事務局はWHO/WHE/EMO内に設置。

注4） 国連人道問題調整事務所（OCHA）は国連事務局の一部門として1991年国連総会決議に基づき設立。人道危機に際して、各種機関が行う援助活
動を調整する。

注5） 機関間常設委員会（Inter-Agency Standing Committee, IASC）は、人道援助に関わる主要国連機関と国連外の人道支援組織をコーディネートす
る機関間常設委員会として1992年国連総会決議により設立。
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担金（Assessed Contributions ; 略称 AC）と任意拠
出金（Voluntary Contributions ; 略称 VC）から組成
されており、2018 －19 年予算では WHO 総予算（ポ
リオ・特別プログラムを除く）の 12.5％に相応する 5

億 5420 万ドルが WHE 予算として組まれている 16）。
それらに加え、新たに緊急対応基金（CFE）14）が財
源として加わった。CFE は、直ぐに動員できる資
金がなかったことがエボラ出血熱対策の遅れにつな
がったとの反省から設けられた資金メカニズムであ
り、加盟国による自主的な臨時拠出金である。WHO

による緊急健康危機対応が必要な案件（例：黄熱、
ジカ熱、コレラなど）の対策の立ち上げ時に支出さ
れ、本格的な対応資金が VC として得られたあとで
償還されるという制度設計になっている。しかし、
現実的にはこのような資金循環は実現し難く、現
在の CFE 資金の枯渇を防ぐための対策が求められ
ている。また、世界銀行は、2016 年 5 月にパンデミッ
ク緊急ファシリティ（PEF）15）を設立した。これは、
WHO の CFE を補完するべく設計された感染症危
機対応基金であるが、地震保険ならぬ大規模感染症
対策保険といった色彩の極めてユニークな制度であ
る。途上国も WHO も今後は、このように多様な資
金メカニズムを積極的に活用して、健康危機管理の
財源を持続的に確保してゆかなければならない。

Ⅲ. WHE の活動を支える研究開発の意義

　ここまで、健康危機対応部門 WHE の体制とその
周辺について述べてきたが、国際社会がエボラ対応
から得た大きな教訓の一つに研究開発の重要性があ
る。例えば、2014 年に流行が発生した際、エボラ
出血熱の認可ワクチン・治療薬・迅速診断法はいず
れも存在せず、このため事態の収束は大きく遅れを
とることとなった。しかしながら研究が全くなかっ
たのではない。基礎研究はあっても、マーケットが
存在しない等の何らかの理由のため、臨床試験から
製品化までの一連のプロセスで立ち止まってしまっ
たケースである。このような新興・再興感染症にお
けるワクチン・ワクチン供給システム・診断法・ベ
クターコントロール・治療薬等を開発促進するため
に、WHO 大規模感染症予防研究開発行動ブループ
リント（WHO R&D Blueprint for Action to Prevent 

Epidemics）18）という枠組みが 2015 年に設けられた。

特にワクチンの開発とその接種促進により感染症の
アウトブレイクを未然に防ぎ、また発生した場合に
は速やかに収束させることが目標であるが、国際的
に脅威となりうる病原体は無数に存在するため、優
先的に開発すべき病原体のリストが WHO と有識者
らにより作成された 19）。さらに、各病原体に対する
研究開発目標ロードマップが現在進行形で手がけら
れており、いつまでに何を達成すべきかを明らかに
している。2017 年 6 月現在、次の病原体（疾患）が
研究開発優先リストに記載されている。
  ・  アレナウイルス性出血熱（ラッサ熱を含む） 

  ・  クリミア・コンゴ出血熱ウイルス（CCHF）
  ・  フィロウイルス病（エボラ出血熱とマールブル

グ病を含む）
  ・  中東呼吸器症候群コロナウイルス（MERS-CoV）
  ・  その他の高病原性コロナウイルス疾患（重症急

性呼吸器症候群（SARS）など）
  ・  ニパウイルスなどヘニパウイルス属感染症
  ・  リフトバレー熱ウイルス（RVF）
  ・  重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルス
  ・  ジカウイルス

（新型インフルエンザ pandemic influenza がリスト
に入っていないが、これは既に新型インフルエン
ザに特化した枠組み Pandemic Influenza Prepared-

ness（PIP）Framework が 2011 年に設立され機能
しているため）

　このような大規模研究開発には、世界中の専門家
の知見を要することは勿論、巨額の資金と先端研究
設備を要するため、製薬会社のみならず、様々なス
テークホルダーとの連携が重要である。現在進行中
の連携には、感染症流行対策イノベーション連合

（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ;

略称 CEPI）20）があり、これは国際的に脅威となり
うる病原体へのワクチン開発とワクチン供給システ
ムの構築により、健康危機に対抗することを目的と
して設立された官民ファンド組織である。英国の
ウェルカム信託、米国のビル・アンド・メリンダ・
ゲイツ財団の他、ノルウェー、ドイツ、日本の各国
政府の資金提供を受けており、CEPI はこうした多
彩なパートナーとの連携を通して少なくとも 4 種類
のワクチンを研究現場から選出し、開発や実験に
よって今後 5 年以内に大量製造段階に至ることを目
標としている。
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Ⅳ. わが国との関わり

　WHE の機能は、各国の自助努力が前提であるが、
我が国は自国の体制を強化するのみならず、多方面
の援助を通して国際的な健康危機管理対策に貢献し
ている。前述のように、世界規模の健康危機対策に
おいて中心となる 3 要素である、国の保健システム

（コアキャパシティ）・グローバルガバナンス・研究
開発 3 ～ 6）の各要素ごとにわが国と WHE との関わり
を論じる。

1. 国の保健システム

　WHE 設立の契機となった 2015 年エボラ出血熱
の流行拡大は、流行地域における保健システムが脆
弱であったことが一因と考えられている。日本は従
来、『感染症対策には持続可能かつ強靱な保健シス
テムの構築が基本となる』との観点より、エボラ出
血熱の流行前から、保健分野における開発協力を重
視し、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
の推進を掲げ、途上国の保健システムの強化に継続
的に貢献してきた 21 ～ 22）。特に途上国の「公衆衛生
危機への対応能力及び予防・備えの強化」、そして
全ての人が保健サービスを受けることができる世界
を目指し、支援国の医療従事者の能力強化や保健施
設の整備をはじめとした保健分野への支援、インフ
ラ整備、農業生産性向上、食料安全保障強化等、社
会的・経済的両面からの支援を進めている。WHE

において、途上国における UHC の推進はより一層
重要視されるとみられ、引き続きの貢献とともに、
この分野におけるわが国の豊富な知見と技術、経験
に裏打ちされたリーダーシップが国際社会から期待
されるだろう。また 2015 年 9 月、「国際的に脅威と
なる感染症対策の強化に関する基本方針」23）が定め
られ、今後 5 年程度を目途として、国内外を鳥瞰し
た基本的な方向性、重点的に強化すべき事項等が示
された。この基本方針に基づき、JICA 国際緊急援
助隊・感染症対策チーム24）や厚生労働省感染症危機
管理専門家養成プログラム25）が新設されるなど、国
際的な健康危機発生時における国内外の対応能力の
向上と、国内における健康危機管理体制の整備が進

められている。

2. グローバルガバナンス

　エボラ流行の際、当該国・国際機関・NGO・パー
トナー間の連携が十分に取れず感染拡大を許したと
の指摘も多くなされ、グローバル・ヘルス・ガバナ
ンスの課題も露呈した。日本は、 健康危機に対応す
る国際社会の枠組み（グローバル・ヘルス・アーキ
テクチャー）構築においても、国際社会の議論と緊
密に連携し、2016 年 5 月 G7 伊勢志摩サミット10）、
同年 9 月 G7 神戸保健大臣会合 11）、同年 8 月開催の
第 6 回アフリカ開発会議 TICAD VI 26）等の場におい
て議論を主導してきた。日本政府は、WHE をその
ような枠組みの基幹として捉え、伊勢志摩サミット
の際に 5,000 万ドルの資金拠出を表明し、その内
2,500 万ドルを既に拠出したほか、緊急対応基金

（CFE）には約 1,080 万ドルを拠出 27）しており、WHE

運営財政を大きく支えている。

3. 研究開発

　日本は、重大な感染症に関する研究開発を支援す
る関連機関等との協力も強化している。前述の
CEPI への支援のほか、グローバルファンド注 6）によ
る三大感染症（エイズ、マラリア、結核）対策や
Gavi ワクチンアライアンス注 7）による予防接種活動
に資するような途上国向け医薬品研究開発のため、
グローバルヘルス技術振興基金（GHIT）注 8）が設立
され国際保健に貢献している。また、エボラ出血熱
の教訓を契機に、国内健康危機管理の観点から、万
全の検査・研究体制の整備や研究開発等へのさらな
る支援・取り組みが強化されている 23）。

おわりに

　2017 年 5 月 23 日、第 70 回 WHO 総会において
次期 WHO 事務局長選挙が行われ、エチオピア元保
健相・外相のテドロス・アダノム・ゲブレェサス博
士が選出された。7 月 1 日より 5 年の任期で就任し
た同氏は、初のアフリカ人 WHO 事務局長となる。
これは、アフリカ諸国を中心とした途上国の健康危
機管理体制のボトムアップへの声の高まりと国際社

注6） 世界エイズ・結核・マラリア対策基金（通称：グローバルファンド）は、エイズ、マラリア、結核の三大感染症対策の支援を行う組織。2002年設立。
注7） GAVIアライアンス（The Global Alliance for Vaccines and Immunization）は、子どもの予防接種プログラムの拡大を通じて、世界の人々の健康を

守ることをミッションとしたアライアンス（同盟）であり、民間・公共セクターがともに参加するメカニズム。2000年設立。
注8） グローバルヘルス技術振興基金（Global Health Innovative Technology Fund, GHIT Fund）は開発途上国向けの感染症の治療薬、ワクチン、診断

薬の製品開発に対して投資を行う国際的な非営利組織。本部は日本。2013年設立。
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会の協調、期待の現れとも言えるだろう。世界の健
康危機管理体制におけるこのような潮流の中で、わ
が国は G7 首脳会議などで見せたリーダーシップを
発揮し続け、世界と自国民に貢献することこそ、日
本が戦後 70 年強積み上げてきた積極的平和主義の
精華ではなかろうか。
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